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はじめに 

 

令和元年７月３１日に開催されました「令和元年度第一回島本町都市計画審議会」

におきまして、JR 島本駅西地区に係る都市計画決定案件が原案どおり承認されまし

た。 

このうち、地区計画の決定(JR 島本駅西地区)について、当審議会会長の答申に付帯

意見が付されました。 

町に対する付帯意見は３項目あり、３項目目には「町を代表とする空間としての景

観形成、緑化の推進を行い、将来にわたって町の住民の誇りとなるようなまちづくり

を推進すること。具体化されたイメージに基づいて策定される空間構成や建築物の形

態・意匠・色彩等に関する質の高いルールが必要である。ルールづくりや事業の実施

にあたっては、あらかじめ地域住民や専門家なども参画する委員会や協議会などの体

制を整え、その意見を反映されたい」という内容でありました。 

町は、当該付帯意見を踏まえ、公募委員２名と学識委員４名で構成する「JR 島本

駅西地区まちづくり委員会」を設置しました。 

当委員会は、島本町の玄関口である「ＪＲ島本駅西地区」を対象に、町の顔として、

モデル地区となるよう、既に決定されている用途地域や地区計画などの都市計画の内

容に基づき、「駅前にふさわしい良好な環境と機能を備えたまちづくりの推進を目的

に、公共施設の整備及び景観形成等の実現化に資する」ことを目的としています。 

今回、当委員会の目的に準じた意見をとりまとめましたので、町に対して提言いた

します。この提言が、町が策定する「まちづくりガイドライン」の原案として活用さ

れ、今後のまちづくりの実現においても可能な限り反映されることを切に期待いたし

ます。 

ＪＲ島本駅西地区まちづくり委員会 

委員長  榊 原  和 彦 
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Ⅰ．まちづくりのコンセプト 

１．まちづくりのテーマ 

 

 

２．まちづくりの課題 

法制度（都市計画法、景観法、土地区画整理法など）や上位計画（第五次島本町

総合計画、島本町都市計画マスタープラン、島本町環境基本計画、大阪府景観計画

など）あるいは町制定の構想・指針（島本町生物多様性保全・創出ガイドライン、

島本町バリアフリー基本構想など）を精査して、「まちづくりのテーマ」の実現に際

して課題とすべき事柄を以下のように整理した。 

Ａ. 景観 

－景観法の５つの基本理念にのっとり、定められた町・住民・事業者それぞれの

責務を踏まえての良好な景観の形成。 

－大阪府景観計画に沿った景観形成。 

Ｂ．歴史・文化 

－区域の特色・アイデンティティの維持に欠かせない、埋蔵文化財などの歴史・

文化遺産・資産の保全・活用 

Ｃ．自然保護・保全 

－水、みどり（山系の森林や農地を含む）、生物多様性の維持などに配慮した自然

環境の保全・活用。 

『しまもと新市街 ひと・みず・みどりのつながり』 

～自然と歴史の共生を図った新たなまちづくり～ 

～山並みを活かした新たなまちづくり～ 

～地域に活気を与える新たなまちづくり～ 
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Ｄ．環境保全 

－環境負荷の軽減、環境汚染の排除など。 

Ｅ．生活環境 

－住みやすく、子育て・教育に適し、利便性の高い暮らしの場としての生活環境

の形成・維持。 

Ｆ．共生社会 

－弱者に優しく、互いを尊重し、人々が共に生きるまち。 

Ｇ．協働 

－共同体としての地域社会（コミュニティ）の成員が協力して、何らかの取組課

題に対して共に働く活動。 

Ｈ．安全・安心 

－都市型水害、集中豪雨などによる災害を防ぐことができ、かつ、事故、犯罪のな

い安全・安心な環境の維持。 

Ｉ．エリアマネジメント 

－住民の参加・協働を前提になされる地域（エリア）の良好な市街地やみどりを「つ

くり」「まもり」「そだてる」まちづくりへの取組。 

Ｊ．レジリエンス（強靱性） 

－脆弱ではなく、変化に対して強さ、しなやかさ、復元力を持つこと。 
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３．まちづくりの基本方針 

 「まちづくりのテーマ」と「まちづくりの課題」を勘案し、以下に示す６項目を基

本方針とする。 

① 山並みと調和したみどり豊かな街並みによる良好な景観を守り育てるまちづくり 

（景観） 

② 歴史・文化資産を継承、活用し、アイデンティティを醸成するまちづくり 

（歴史・文化） 

③ 潤いのある豊かな生活環境の創造と共生社会を実現するまちづくり 

（生活環境 共生社会） 

④ 自然保護・保全、環境保全に取り組むまちづくり（自然保護・保全 環境保全） 

⑤ 災害・事故・犯罪のない安全・安心のまちづくり 

（安全・安心 レジリエンス） 

⑥ 活力あるコミュニティの協働によるエリアマネジメントを行うまちづくり 

（協働、エリアマネジメント） 

 

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を踏まえた持続可能な地域づくりに取り組んで

行くために、まちづくりの基本方針とＳＤＧｓの対応関係を表に示す。 
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４．まちづくりの対象施設の区分 

 まちづくりの対象施設を図に示すように、３つに区分する。 

 

 

Ａ．民間建築物とその敷地（プライベートスペース） 

 －民間建築物とその敷地から成るプライベートスペース。 

－区域内に公共建築物の立地は想定されておらず、集合住宅、戸建て住宅、商業

施設等がこれに相当である。 

Ｂ．オープンスペース 

－建築物で覆われていない空地スペースで、基本的に人の立ち入りが許されてい

るものを言う。公園、緑地、緑道、一般道路内歩道などのパブリックスペース

が基本である。 

－民間建築物敷地内であっても、一般人の立ち入りが想定されるもの（大規模集

合住宅内空地、商業建築周辺部など）は、プライベートスペースであってもセ

ミパブリックなオープンスペースとして取り扱う。 

Ｃ．都市基盤施設（パブリックスペース） 

－道路、駅前道路、駅前広場など。公園地下に埋設して設けられる調整池、開渠

水路、道路地下の暗渠水路なども含む。 

 

  

課 題

オープンスペース
EX）公園、緑地、敷地内緑地

都市基盤施設
《パブリックスペース》

EX）道路、緑道

民間建築物
《プライベートスペース》

EX）集合・戸建住宅・商業施設等

景観 歴史・文化 環境保全 自然保護

対 象 施 設

生活環境

共生社会 ｺﾐｭﾆﾃｨ 協働 安全・安心
ﾚｼﾞﾘｴﾝﾄ
（強靭性）
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Ⅱ．対象施設別の提言 

１．民間建築物（プライベートスペース） 

民間建築物（プライベートスペース）において、まちづくりのテーマである『しま

もと新市街 ひと・みず・みどりのつながり』の形成に寄与するため、基本方針毎の

目指すべき指針を示します。 

 

【対象施設】 

・集合住宅、戸建住宅、商業施設等 

【具体的な方針】 

 

  

「Ⅱ.対象施設別の提言」 

各施設の具体的な方針については、第４回での意見を

踏まえ、第５回で提示させていただく予定 
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２．オープンスペース 

オープンペースにおいて、まちづくりのテーマである『しまもと新市街 ひと・み

ず・みどりのつながり』の形成に寄与するため、基本方針毎の目指すべき指針を示し

ます。 

 

【対象施設】 

・公園、緑地、敷地内緑地 

【具体的な方針】 
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３．都市基盤施設（パブリックスペース） 

都市基盤施設（パブリックスペース）において、まちづくりのテーマである『しま

もと新市街 ひと・みず・みどりのつながり』の形成に寄与するため、基本方針毎の

目指すべき指針を示します。 

 

【対象施設】 

・道路、緑道、水路 

【具体的な方針】 
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Ⅲ．実現に向けて 
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１．令和元年度第１回島本町都市計画審議会答申 
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２．ＪＲ島本駅西地区まちづくり委員会設置要綱と委員名簿 
 

JR 島本駅西地区まちづくり委員会設置要綱 

 

（令和２年２月１７日） 

 

（設置） 

第１条 ＪＲ島本駅西土地区画整理事業区域内及びその周辺の区域内の公共施設の

整備、景観の形成等に関すること（以下「ＪＲ島本駅西土地区画整理事業区域内の

整備等に関すること」という。）について検討及び協議を行うため、ＪＲ島本駅西地

区まちづくり委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（職務） 

第２条 委員会は、都市計画の内容に基づき、ＪＲ島本駅前にふさわしい良好な環境

と機能を備えたまちづくりを推進するため、次に掲げる事項について検討及び協議

を行う。 

⑴  ＪＲ島本駅西土地区画整理事業区域内の整備等に関すること。 

⑵  その他、前号に関連した事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員１０人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、

又は任命する。 

⑴  学識経験のある者 

⑵  町の住民 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を各１名置き、委員の互選により決定する。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき、又は委員長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。 

２ 委員長は、第２条に定める事項を検討、協議するために必要があると認めるとき

は、会議に関係者の出席又は資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、島本町都市創造部都市計画課において処理する。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員

会に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年２月１７日から施行する。 

 （この要綱の廃止） 

２ この要綱は、ＪＲ島本駅西土地区画整理事業区域内及びその周辺の区域内の公共

施設の整備、景観の形成等に関することについて、まちづくりの方針が決定された

ときは、速やかに、廃止するものとする。 
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JR 島本駅西地区まちづくり委員会  委員名簿 

 

区 分 氏  名 所 属 等 

委 
 

 
 

員 

学 
 

識 
 

委 
 

員 

榊原 和彦 

≪委員長≫ 

大阪産業大学名誉教授 

 （元島本町都市計画審議会会長） 

難波 泰明 大阪弁護士会 

藤本 英子 
≪副委員長≫ 

京都市立芸術大学大学院美術研究科教授 

吉田 長裕 大阪市立大学大学院工学研究科准教授 

公 
募 

委 

員 
五江渕 弘臣  

永山 智美  

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 

島本町 JR 島本駅西 

土地区画整理組合 
 

谷田 公宏 
大阪府住宅まちづくり部建築指導室 

建築企画課調整グループ 

（注）学識委員及び公募委員は区分ごとにアイウエオ順で記載 
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３．景観アセスメント（住宅エリア①）委員会評価結果 
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４．各委員からの主なテーマ別意見まとめ 
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５．地区計画（ＪＲ島本駅西地区） 
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６．大阪府景観計画（抜粋） 
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